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No.  ペ ー ジ  箇 所 ・ 意 見  事 務 局 の 考 え （ 計 画 へ の 反 映 に つ い て ）  

西 脇 市 地 域 防 災 計 画  第 ３ 編  災 害 応 急 対 策 計 画 （ 風 水 害 対 策 編 ）  

１  224  第 ３ 章 ・ 第 1 7節 ・ 第 １ ・ ２ ・ (8) 復 旧 順 位  

以 下 の と お り 修 正 を 検 討 し て ほ し い 。  

 

「 災 害 復 旧 計 画 の 策 定 及 び 実 施 に 当 た っ て は 、 医 療 機 関 、 官 公 庁 等

の 公 共 機 関 等 を 優 先 し 、 災 害 状 況 、 各 設 備 の 被 害 状 況 、 各 設 備 の 復

旧 の 難 易 を 勘 案 し て 、 復 旧 効 果 の 高 い も の か ら 順 次 行 う 。 」  

を  

「 災 害 復 旧 計 画 の 策 定 及 び 実 施 に 当 た っ て は 、 災 害 状 況 、 各 設 備 の

被 害 状 況 、 各 設 備 の 被 害 復 旧 の 難 易 度 を 勘 案 し 、 供 給 上 復 旧 効 果 の

最 も 大 き い も の か ら 復 旧 す る こ と を 基 本 と す る 。 な お 、 必 要 に 応 じ

自 治 体 と 連 携 し 、 病 院 、 交 通 、 通 信 、 報 道 機 関 、 水 道 、 ガ ス 、 官 公

庁 等 の 公 共 機 関 、 避 難 所 、 そ の 他 重 要 施 設 の 復 旧 を 優 先 す る 。 」  

に 修 正  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

御 提 案 の と お り に 修 正 い た し ま す 。  
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No.  ペ ー ジ  箇 所 ・ 意 見  事 務 局 の 考 え （ 計 画 へ の 反 映 に つ い て ）  

西 脇 市 地 域 防 災 計 画  第 ４ 編  災 害 応 急 対 策 計 画 （ 震 災 対 策 編 ）  

２   347  第 ３ 章 ・ 第 1 7節 ・ 第 １ ・ ２ ・ (8) 復 旧 順 位  

以 下 の と お り 修 正 を 検 討 し て ほ し い 。  

 

「 災 害 復 旧 計 画 の 策 定 及 び 実 施 に 当 た っ て は 、 医 療 機 関 、 官 公 庁 等

の 公 共 機 関 等 を 優 先 し 、 災 害 状 況 、 各 設 備 の 被 害 状 況 、 各 設 備 の 復

旧 の 難 易 を 勘 案 し て 、 復 旧 効 果 の 高 い も の か ら 順 次 行 う 。 」  

を  

「 災 害 復 旧 計 画 の 策 定 及 び 実 施 に 当 た っ て は 、 災 害 状 況 、 各 設 備 の

被 害 状 況 、 各 設 備 の 被 害 復 旧 の 難 易 度 を 勘 案 し 、 供 給 上 復 旧 効 果 の

最 も 大 き い も の か ら 復 旧 す る こ と を 基 本 と す る 。 な お 、 必 要 に 応 じ

自 治 体 と 連 携 し 、 病 院 、 交 通 、 通 信 、 報 道 機 関 、 水 道 、 ガ ス 、 官 公

庁 等 の 公 共 機 関 、 避 難 所 、 そ の 他 重 要 施 設 の 復 旧 を 優 先 す る 。 」  

に 修 正  

御 提 案 の と お り に 修 正 い た し ま す 。  

西 脇 市 地 域 防 災 計 画  第 ５ 編  災 害 応 急 対 策 計 画 （ 大 規 模 事 故 災 害 等 対 策 編 ）  

３   448  第 ２ 章 ・ 第 ６ 節 ・ 第 １  通 報 、 伝 達 、 情 報 共 有  

 

関 係 機 関 に 西 脇 警 察 署 を 追 記 し て ほ し い 。  

 

御 意 見 に 従 い 追 記 し ま し た 。  

 


